
　以下のいずれかの事由に該当する場合は、本制度の対象外です

　（１）同一事業の業歴が３年未満の方

　（２）申込金融機関との与信取引が１年未満の方

　（３）保証料率区分が「区分１」となる場合

　（４）保証料率の弾力化対象外となる場合
　　　（貸借対照表の無い個人、連帯債務形式による申込など）

　運転・設備資金

   ※旧債決済資金は対象外です

　２，０００万円
（但し、小口零細企業保証制度を利用する場合は５００万円まで）

貸 付 形 式 　証書貸付

　５年以内
（但し、小口零細企業保証制度を利用する場合は１０年以内）

　金融機関の選択した責任共有制度の方式によるものとします
（但し、小口零細企業保証制度を利用する場合は１００％保証）

　０．６０％～１．９０％
（小口零細企業保証制度を利用する場合は０.７０～２.２０％）

　※予約時の保証料率区分よりも１区分高い料率が適用されます

貸 付 利 率 　金融機関所定利率

連帯保証人 　原則として、法人代表者以外の保証人は不要

担　　保 　必要に応じて徴求

そ の 他 　貸付中止事由の定めがあります
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